
○

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破

線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
信
託
財
産
の
状
況
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
十
条

法
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
二
十
七
条
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。

［
一
～
十

略
］

十
一

そ
の
受
益
権
が
特
定
信
託
受
益
権
に
該
当
す
る
信
託
に
係
る
信
託
契

約
に
よ
る
信
託
の
引
受
け
を
行
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
全
て
を
満
た
す
場
合

イ

毎
年
三
月
、
六
月
、
九
月
及
び
十
二
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
特
定

信
託
受
益
権
の
発
行
価
額
の
総
額
及
び
当
該
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る

信
託
契
約
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭
を
管
理
す
る
預
貯
金
の
口
座
（
以

下
「
特
定
信
託
口
口
座
」
と
い
う
。
）
の
残
高
（
複
数
の
種
類
の
特
定

信
託
口
口
座
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
種
類
ご
と
の
残
高
を
含
む
。

）
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
契
約
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭

（
信
託
財
産
の
状
況
に
係
る
情
報
の
提
供
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
十
条

［
同
上
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

［
同
上
］

イ

毎
年
三
月
、
六
月
、
九
月
及
び
十
二
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
特
定

信
託
受
益
権
の
発
行
価
額
の
総
額
及
び
当
該
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る

信
託
契
約
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭
を
管
理
す
る
預
貯
金
の
口
座
（
以

下
「
特
定
信
託
口
口
座
」
と
い
う
。
）
の
残
高
を
公
表
し
て
い
る
こ
と

。
［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］
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の
一
部
を
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
九
項
の
債
券
の
保
有
に

よ
り
運
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
毎
年
三
月
、
六
月
、
九
月
及
び
十

二
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
債
券
の
種
類
並
び
に
種
類
ご
と
の
額
面
金

額
の
総
額
及
び
時
価
の
総
額
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

ハ
・
ニ

［
略
］

ロ
・
ハ

［
同
上
］

（
信
託
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す

る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
一
条

［
略
］

［
２
～
６

略
］

７

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
特
定
信
託
為
替
取
引
を
行
う
場
合
に
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
を
作
成
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

三

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
一
部
を
資
金
決

済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
九
項
の
債
券
の
保
有
に
よ
り
運
用
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
各
営
業
日
に
お
け
る
当
該
債
券
の
種
類
及
び
種
類
ご
と
の

額
面
金
額
の
総
額
及
び
時
価
の
総
額
の
記
録

作
成
の
日
か
ら
五
年
間

（
信
託
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す

る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
一
条

［
同
上
］

［
２
～
６

同
上
］

７

［
同
上
］

［
一
・
二

同
上
］

［
号
を
加
え
る
。
］

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ

と
の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
二
条

［
略
］

［
２
～
９

略
］

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ

と
の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
二
条

［
同
上
］

［
２
～
９

同
上
］
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10

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
特
定
信
託
為
替
取
引
を
行
う
場
合
に
は

、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

三

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
う
ち
預
貯
金
に

よ
り
管
理
す
る
部
分
を
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二

年
政
令
第
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
金
融
機

関
に
対
す
る
預
貯
金
に
よ
り
管
理
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

四

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
一
部
を
資
金
決

済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
九
項
の
債
券
の
保
有
に
よ
り
運
用
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
信
託
財
産
の
う
ち
当
該
債
券
の
保
有
に
よ
り
運
用
す

る
部
分
を
、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
条
第

二
項
に
定
め
る
債
券
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
債
券
に
あ
つ
て
は
、
安
全

か
つ
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
基
準

を
全
て
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
運
用
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

五

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
を
電
子
決
済
手
段

等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
条
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
方
法

に
よ
り
管
理
又
は
運
用
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

［
11
・
12

略
］

13

前
二
項
の
特
定
信
託
為
替
取
引
に
つ
い
て
当
該
特
定
信
託
為
替
取
引
に
係

る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
又
は
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
を
所

属
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
六
十
三
条
の

二
十
二
の
三
第
一
項
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
所
属
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業

者
を
い
う
。
第
十
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
電
子
決
済
手
段
・
暗
号

10

［
同
上
］

［
一
・
二

同
上
］

三

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
全
部
を
資
金
決

済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
十
九
号
）
第
十
六
条

第
一
項
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
金
融
機
関
に
対
す
る
預
貯
金
に
よ
り
管

理
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

［
号
を
加
え
る
。
］

［
号
を
加
え
る
。
］

［
11
・
12

同
上
］

13

前
二
項
の
特
定
信
託
為
替
取
引
に
つ
い
て
当
該
特
定
信
託
為
替
取
引
に
係

る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
顧
客
に
対
し
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
情

報
を
提
供
し
た
と
き
は
、
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
当
該
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
当
該
規
定
に
よ
り
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。
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資
産
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
同
法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済

手
段
・
暗
号
資
産
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
い
う
。
第
十
六
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
顧
客
に
対
し
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
情
報
を
提
供
し
た
と
き
は
、

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
顧
客
に

対
し
、
当
該
規
定
に
よ
り
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

［
14
・
15

略
］

16

第
十
四
項
の
特
定
信
託
為
替
取
引
に
つ
い
て
当
該
特
定
信
託
為
替
取
引
に

係
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
又
は
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
を

所
属
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
と
す
る
電
子
決
済
手
段
・
暗
号
資
産
サ
ー

ビ
ス
仲
介
業
者
が
顧
客
に
対
し
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
第
十
四
項
に
規
定

す
る
説
明
を
行
つ
た
と
き
は
、
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
説
明
を
行
う
こ

と
を
要
し
な
い
。

［
17
～
21

略
］

［
14
・
15

同
上
］

16

第
十
四
項
の
特
定
信
託
為
替
取
引
に
つ
い
て
当
該
特
定
信
託
為
替
取
引
に

係
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
顧
客
に
対
し
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て

第
十
四
項
に
規
定
す
る
説
明
を
行
つ
た
と
き
は
、
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機

関
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す

る
説
明
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

﹇
17
～
21

同
上
］

（
信
託
財
産
に
係
る
行
為
準
則
）

第
二
十
三
条

［
略
］

［
２
～
６

略
］

７

法
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
二
十
九
条
第
三
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。

［
一
～
十

略
］

十
一

そ
の
受
益
権
が
特
定
信
託
受
益
権
に
該
当
す
る
信
託
に
係
る
信
託
契

（
信
託
財
産
に
係
る
行
為
準
則
）

第
二
十
三
条

［
同
上
］

［
２
～
６

同
上
］

７

［
同
上
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

［
同
上
］
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約
に
よ
る
信
託
の
引
受
け
を
行
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
全
て
を
満
た
す
場
合

イ

毎
年
三
月
、
六
月
、
九
月
及
び
十
二
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
特
定

信
託
受
益
権
の
発
行
価
額
の
総
額
及
び
特
定
信
託
口
口
座
の
残
高
（
複

数
の
種
類
の
特
定
信
託
口
口
座
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
種
類
ご
と

の
残
高
を
含
む
。
）
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
契
約
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭

の
一
部
を
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
九
項
の
債
券
の
保
有
に

よ
り
運
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
毎
年
三
月
、
六
月
、
九
月
及
び
十

二
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
債
券
の
種
類
並
び
に
種
類
ご
と
の
額
面
金

額
の
総
額
及
び
時
価
の
総
額
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

ハ
・
ニ

［
略
］

イ

毎
年
三
月
、
六
月
、
九
月
及
び
十
二
月
の
末
日
に
お
け
る
当
該
特
定

信
託
受
益
権
の
発
行
価
額
の
総
額
及
び
特
定
信
託
口
口
座
の
残
高
を
公

表
し
て
い
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ロ
・
ハ

［
同
上
］

（
信
託
業
務
報
告
書
等
）

第
三
十
八
条

［
略
］

［
２
～
５

略
］

６

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
特
定
信
託
為
替
取
引
を
行
う
場
合
に
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
信
託
業
務
報
告
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
の
信
託
業
務
報
告
書

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

金
融
機
関
が
発
行
す
る
当
該
信
託
業
務
報
告
書
に
係
る
事
業
年
度
の

（
信
託
業
務
報
告
書
等
）

第
三
十
八
条

［
同
上
］

［
２
～
５

同
上
］

６

［
同
上
］

一

第
一
項
の
信
託
業
務
報
告
書

金
融
機
関
が
発
行
す
る
当
該
信
託
業
務

報
告
書
に
係
る
事
業
年
度
の
九
月
三
十
日
に
お
け
る
特
定
信
託
口
口
座
に

係
る
残
高
証
明
書

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］
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九
月
三
十
日
に
お
け
る
特
定
信
託
口
口
座
に
係
る
残
高
証
明
書 

ロ 

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
一
部
を
資
金

決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
九
項
の
債
券
の
保
有
に
よ
り
運
用
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
金
融
機
関
が
発
行
す
る
当
該
信
託
業
務
報
告

書
に
係
る
事
業
年
度
の
九
月
三
十
日
に
お
け
る
信
託
財
産
の
額
を
証
明

す
る
書
面 

二 

第
二
項
の
信
託
業
務
報
告
書 

次
に
掲
げ
る
書
類 

  

イ 

金
融
機
関
が
発
行
す
る
当
該
信
託
業
務
報
告
書
に
係
る
事
業
年
度
終

了
の
日
に
お
け
る
特
定
信
託
口
口
座
に
係
る
残
高
証
明
書 

ロ 

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
一
部
を
資
金

決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
九
項
の
債
券
の
保
有
に
よ
り
運
用
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
金
融
機
関
が
発
行
す
る
当
該
信
託
業
務
報
告

書
に
係
る
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
信
託
財
産
の
額
を
証
明
す
る

書
面 

 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

    

二 

第
二
項
の
信
託
業
務
報
告
書 

金
融
機
関
が
発
行
す
る
当
該
信
託
業
務

報
告
書
に
係
る
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
特
定
信
託
口
口
座
に
係
る

残
高
証
明
書 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

 
 

（
届
出
事
項
） 

第
三
十
九
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

［
一
・
二 

略
］ 

（
届
出
事
項
） 

第
三
十
九
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

３ 
［
同
上
］ 

 

［
一
・
二 
同
上
］ 
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三

特
定
信
託
口
口
座
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
次
項
第
二
号
に
お
い

て
「
特
定
信
託
口
口
座
特
定
事
項
」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

場
合

［
イ
・
ロ

略
］

ハ

当
該
特
定
信
託
口
口
座
の
種
類

ニ
・
ホ

［
略
］

四

そ
の
発
行
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
管
理
又
は
運
用

の
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

４

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
旨
の
法
第
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

三

そ
の
発
行
し
よ
う
と
す
る
特
定
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
管
理

又
は
運
用
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

三

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ハ
・
ニ

［
同
上
］

［
号
を
加
え
る
］

４

［
同
上
］

［
一
・
二

同
上
］

［
号
を
加
え
る
。
］

四

［
略
］

三

［
同
上
］
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別紙様式第７号（第 38条第１項関係） 

信 託 業 務 報 告 書 

（記載上の注意） 

［略］ 

別紙様式第７号（第 38条第１項関係） 

信 託 業 務 報 告 書 

（記載上の注意） 

［同左］ 

［１．～７． 略］ ［１．～７． 同左］ 

８．特定信託口口座による管理の状況 

金融機関

の名称 

信託契約により受け入

れた金銭の金額 
特定信託口口座の残高 

特定信託口

口座の名義 

特定信託口口座の口

座番号その他の当該

特定信託口口座を特

定するための事項 

円 

（ 年 月 日現在） 

円 

（ 年 月 日現在） 

（記載上の注意） 

［略］ 

８．特定信託口口座による管理の状況 

金融機関の

名称 

信託契約により受け入れた金銭

の金額 

特定信託口口

座の名義 

特定信託口口座の口座番号そ

の他の当該特定信託口口座を

特定するための事項 

円 

（ 年 月 日現在） 

（記載上の注意） 

［同左］ 

９．特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一部を資金

決済に関する法律第２条第９項の債券の保有により運用する場合にお

ける当該運用の状況 

債券の種類 取 得 日 元本償還日 額 面 金 額 時 価 

円 

（ 年 月 日現在） 

［加える。］ 

（記載上の注意） 

  報告対象期間における特定信託口口座により管理している金銭の額

（その発行する特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭

の一部を資金決済に関する法律第２条第９項の債券の保有により運用

する場合における当該債券の額面金額及び時価を含む。）の推移がわ
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かる書面を添付すること。 

別紙様式第８号（第 38条第２項関係） 

信  託  業  務  報  告  書 

（記載上の注意） 

［略］ 

別紙様式第８号（第 38条第２項関係） 

信  託  業  務  報  告  書 

（記載上の注意） 

［同左］ 

［１．～18． 略］ ［１．～18． 同左］ 

19．特定信託口口座による管理の状況 

金融機関

の名称 

信託契約により受け

入れた金銭の金額 

特定信託口口座の残

高 

特定信託口

口座の名義 

特定信託口口座の口

座番号その他の当該

特定信託口口座を特

定するための事項 

円 

（ 年 月 日現在） 

円 

（ 年 月 日現在） 

（記載上の注意） 

［略］ 

19．特定信託口口座による管理の状況 

金融機関の

名称 

信託契約により受け入れた金銭

の金額 

特定信託口

口座の名義 

特定信託口口座の口座番号そ

の他の当該特定信託口口座を

特定するための事項 

円 

（ 年 月 日現在） 

（記載上の注意） 

［同左］ 

20．特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一部を資金

決済に関する法律第２条第９項の債券の保有により運用する場合にお

ける当該運用の状況 

債券の種類 取 得 日 元本償還日 額 面 金 額 時 価 

円 

（ 年 月 日現在） 

［加える。］ 

（記載上の注意） 

  報告対象期間における特定信託口口座により管理している金銭の額

（その発行する特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭
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の一部を資金決済に関する法律第２条第９項の債券の保有により運用

する場合における当該債券の額面金額及び時価を含む。）の推移がわ

かる書面を添付すること。 

21．・22． ［略］ 20．・21． ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。
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